
ワークライフバランスとは、仕事と生

活を調和させることを意味するようです。

このことは、仕事と生活を対立的に考え、

仕事は生活の犠牲の上に成り立っている

かのような印象を与えます。

一方で、仕事が家族との団らんや子育

てなどと同じように、生活の中の大事な

要素になっている人もいます。それは、

仕事そのものに、やり甲斐を感じている

からではないでしょうか。

もし、仕事にやり甲斐をもたないまま

働いているとすれば、それは人生の貴重

な時間の切り売りになってしまいます。
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花言葉：[利益]「祝福」

「
葉
牡
丹
（
ハ
ボ
タ
ン
）
」
は
、
花
の
姿
が
「
牡
丹
」
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
来
て
い
ま
す
が
、
花
で
は
な
く
葉
っ
ぱ
に

色
が
つ
く
た
め
、
「
葉
牡
丹
」
と
い
う
名
前
が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
多
年
性
植
物
と
し
て
育
て
る
こ
と
で
枝
を
伸

ば
し
て
そ
の
先
に
花
を
咲
か
せ
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
、
そ
の
状
態
を
「
踊
り
葉
牡
丹
」
と
呼
び
ま
す
。

花
言
葉
の
「
利
益
」
は
、
三
国
志
で
有
名
な
諸
葛
孔
明
が
「
戦
場
で
は
食
糧
難
が
起
き
や
す
い
。
キ
ャ
ベ
ツ
を
植
え
育

て
て
、
そ
れ
を
糧
に
し
な
さ
い
」
と
兵
士
や
民
衆
に
指
導
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
い
わ
れ
る
が
ま
ま
キ
ャ
ベ
ツ
を
植
え
育

て
た
結
果
、
キ
ャ
ベ
ツ
は
戦
時
中
の
大
事
な
食
糧
と
な
り
、
兵
士
に
活
力
と
言
う
利
益
を
与
え
た
と
い
う
故
事
か
ら
き
て

い
ま
す
。
「
祝
福
」
は
、
紅
白
の
色
合
い
が
お
め
で
た
い
と
さ
れ
、
正
月
飾
り
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
縁
起
の
良
い
花
言
葉
で
す
。

葉牡丹

＜スタッフのことば＞

税理士・司法書士 石原 知二

仕事に、やり甲斐を持てるかどうかは、

考え方次第だと思うのです。

例えば、城をつくるために土を掘って

いる職人が、自分の仕事は土を掘ること

だと考えるのか、城をつくることだと考

えるのかで仕事のやり方が全く違ってき

ます。

その仕事を通じて、何を目指すかを考

えることが、大切なのではないでしょう

か。その目指すものが、働き甲斐につな

がります。

やり甲斐、働き甲斐は、外ではなく内

面にあります。内面を豊かにすることこ

そが幸せな人生に通じると思うのです。

秋半ば、朝夕めっきり寒くなりましたね。

我が家ではこたつやら、足元用電気カーペットやら、暖をとる電化製品が出始めています。

私は寒さに強いので家族との温度差があり少々困ってしまいます。

ところで秋といえば「読書の秋」

と言いながらここ数年ゆっくり本を読む時間がないように思います。ふと本棚を見ると数

年前に買った「LIFE SHIFT 100年時代の人生戦略」が目に入りました。

人生100年と言われる長い人生を生き抜くための戦略と言っていいのでしょうか。

これからの時代に対する考え方、変化の捉え方が示されているようです。全部読まぬう

ちにLIFE SHIFT2も購入。興味があっても読まないと意味がないですよね。

萩原

≪職場における労働衛生基準が変わりました≫
◎照度の基準の見直し（2022年12月1日施行）
これまで、事務作業をする作業面の明るさについて、「精密な作業」「普通の作業」「粗な

作業」の３区分に応じて基準が設定されていました。
今回の改正により、区分と基準が以下のように変更となります。

「一般的な事務作業」とは改正前の「精密な作業」と「普通の作業」に該当する作業、「付随
的な事務作業」とは、改正前の「粗な作業」に該当する作業のことをいいます。
なお、個々の事務作業に応じた適切な照度については、作業ごとにJIS Z9110などの基準を参

照して定めることとされています。精密な作業を行なうときはより高い照度を定めるなど、状
況に応じて適切に判断しましょう。

そもそも、照度基準を知らなかったという方もいらっしゃるかもしれませんが、職場環境を
快適に保つことは、従業員のモチベーションにもつながります。
この改正をきっかけとして、自社の労働衛生について考えてみてはいかがでしょうか。

（厚生労働省HPより）

＜従来＞ ＜改正＞

作業区分 基準 作業区分 基準

精密な作業 300ルクス以上 一般的な事務作業 300ルクス以上

普通の作業 150ルクス以上

粗な作業 70ルクス以上 付随的な事務作業 150ルクス以上

⇒

⇒




